
平川地区
幼児教育・保育施設
整備計画説明会

令和４年１０月１６日（日） 午前１０時から

平川公民館 視聴覚室
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説明会次第

１ 開会

２ あいさつ、職員紹介

３ 整備計画説明

４ 質疑応答

５ 閉会
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市立幼保施設のあり方に関する方針
（令和３年８月策定）
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幼児教育・保育施設の基本的な考え方

• 幼児教育・保育サービスを持続的に提供する。

• 多様な手法による教育・保育環境の向上を図る。

• 地域を定めて幼児教育・保育施設に関する配置等の計画を策定する。

地域ごとの具体的な計画の策定にあたって

• 民間活力を積極的に導入することを基本とする。

• インクルーシブな（子どもの障がいの有無に対して隔たりのない）幼児教育・保育の場を提供する。

• 地域における子育て環境の向上を図る。

具体的な計画を策定する地域

• 幼保連携の推進、子育て支援センター早期整備の観点から、平川地区から実施する。

平川地区幼児教育・保育施設整備計画（令和４年９月策定）



平川地区の幼児教育・保育施設

施設名 構造 建築年
経過
年数

定員
（人）

耐震安全性

基準 補強

中川
幼稚園

S 昭和53年 4４ 210 旧 済

平川
保育所

RC 平成6年 2８ 90 新 －

吉野田
保育所

木造 昭和51年 4６ 90 旧 －

4

↑ RC：鉄筋コンクリート造
S ：鉄骨造

↑ 令和4年4月時点



平川地区の未就学児数の推移
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平川地区幼児教育・保育施設整備計画の
目的
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幼児教育・保育施設の整備

幼児期の教育・保育環境の向上、
地域での子ども・子育て支援を推進

平川地区における
魅力ある子育て環境の構築



現状と課題のまとめ （１）
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① 平川地区の将来人口等

• 平川地区では人口減少や少子高齢化が進行しており、市の内陸部における生活拠点にふさわし

い生活サービス施設の集積など、地域活性化に向けた取組が重要

⇒ 人口減少が進む地域の活性化

② 公共施設マネジメント

• 次代を担う子どもたちへ等しく質の高い幼児教育・保育を持続的に提供することが重要

• 一方で、市民サービス全体の持続可能性を考慮すると、公共施設については、安全性の確保、最

適配置の実現、財政負担の平準化を目指す取組が必要

• 基本的な考え方として、公共施設等の保有総量の縮減や、施設の予防保全型の管理の推進、民

間活力の導入等による効率的な管理運営などに取り組むことが求められる

⇒ 持続的な幼児教育・保育環境の確保



現状と課題のまとめ （２）
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③ 中川幼稚園の課題

• 園児数は年々減少し、令和４年度の園児数は６４人

• 内陸部の未就学児減少だけでなく、令和元年１０月の「幼児教育・保育の無償化」による低廉な保育料の強み

が消えたことで臨海部に対する訴求力低下が要因と考えられる

⇒ 中川幼稚園の園児減少

④ 平川保育所・吉野田保育所の課題

• 地域の児童数減少に伴い、利用定員を下回っている状況が続いている

• 幼児期に必要となる集団の一員としての立場や他者との関係を経験から学ぶ機会の確保への影響が懸念

• 吉野田保育所は施設の老朽化が進行することで、子どもの安全確保が大きな課題となってくる

⇒ 保育所の定員割れ・老朽化

⑤ 地域子育て支援の課題

• 平川地区は身近な場所で地域の保護者同士が交流でき、子育ての相談ができる場が不足

⇒ 身近な子育て相談の場が不足



平川地区幼児教育・保育環境向上の考え方

人口減少や少子高齢化、地域の活性化が大きな課題となっている平川地区では、これま

で幼児教育・保育の提供は、市立幼稚園及び保育所が提供してきたところですが、多様

化・複雑化するニーズへの対応や、時代の変化に即した取組の実践が求められています。

令和３年８月に策定した「市立幼保施設のあり方に関する方針」では、民間活力を積極的

に導入することを基本とし、幼児教育・保育の場の提供や、地域における子育て環境の向

上を図るとしたところです。

本計画の目的である平川地区における魅力ある子育て環境の構築を目指すため、民間

活力の持つ幼児教育・保育のノウハウを導入することで、様々な課題に迅速かつ柔軟な

対応を図るとともに、地域の持つ強みを活かした特色ある取組を展開するものです。
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幼児教育・保育必要確保量の推計
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令和４年度 平川地区３施設の地区別在籍児童数

令和６年度 平川地区幼児教育・保育必要確保量 （推計）

施設 在籍児童数 うち平川地区 その他地区

中川幼稚園 ６４人 １６人 ４８人

平川保育所 ６８人 ５６人 １２人

吉野田保育所 ６７人 ５６人 １１人

区分 必要確保量

幼児教育（３～５歳） ３０人程度

保育（０～５歳） １４０人程度

平川地区の幼児教育及び保育の量を推計し、計画の策定における必要確保量を算出します



施設整備に当たっての視点
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① 幼児教育・保育環境の向上を図ること

• 地域での相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる子育て支援センターの設置

• 配慮が必要な幼児への対応の充実

② 公共施設マネジメントに取り組むこと

• 将来に負担を残さずに、持続的に幼児教育・保育を提供することを重視

• 老朽化や児童減少が課題の既存市立幼稚園及び保育所は、施設整備に伴い廃止・縮小に取り組む

③ 幼児期に育みたい資質・能力の育成に向けた体制づくりを図ること

• 幼児期における教育の推進として、市内すべての幼児教育・保育施設において「袖ケ浦市幼児教育カ

リキュラム」の実践を図り、幼児教育の充実及び小学校への滑らかな接続を目指す

• 各施設独自の取組みを尊重しつつ、助言や支援を市が積極的に実施

• 幼児期に育みたい資質・能力の育成を向上させるための体制づくりを図る



新たな幼児教育・保育施設の概要 （１）
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① 整備時期

• 重点的かつ早期に取り組むため、令和６年度末までに施設を整備（令和7年4月開設）

② 幼児教育・保育施設の類型

• 幼児教育・保育施設の区分なく、未来を担う子どもたちが、等しく質の高い教育・保育

を受けることを目指し、「幼保連携型認定こども園」を整備

③ 子育て支援センター

• 幼保連携型認定こども園に義務付けられている子育て支援事業として、園内に子育

て支援センターを併設し、平川地区の子育て親子が気軽に集い、交流できる場とし

て、地域における子育て環境の向上を図る



※「幼保連携型認定こども園」とは
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• 小学校以降の教育の基礎

をつくるための幼児期の

教育を行う学校

• 利用できる保護者：制限なし

幼稚園（３～５歳）幼稚園（３～５歳）

• 就労などのため家庭で保

育のできない保護者に代

わって保育する施設

• 利用できる保護者：共働き世

帯等の事情で、家庭で保育が

できない保護者

保育所（０～５歳）保育所（０～５歳）

• 幼稚園と保育所の機能や特

長を併せ持ち地域の子育て

支援も行う施設

• 利用できる保護者：働いている、い

ないに関わらず受け入れ、教育・保

育を一体的に実施

• 地域の子育て支援：すべての子育

て家庭を対象に、子育て不安に対

応した相談活動や、親子の集いの

場の提供

幼保連携型認定こども園
（０～２歳：保育、３～５歳：教育・保育）就学前の子どもに

関する教育・保育
ニーズの多様化



※「子育て支援センター」とは
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• 核家族化、地域とのつながりの希薄化

• 3歳未満児に多い家庭での子育てに伴う孤立化と、不安感や負担感の増加

• 子どもにとって、多様な大人や子どもとの関わりが減少

家庭での子育てにおける課題等

• 身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供等を実施

子育て支援センターの設置意義

• 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

• 子育てに関する相談・援助の実施

• 地域の子育て関連情報の提供

• 子育て支援に関する講習等の実施

子育て支援センターの４つの基本事業



新たな幼児教育・保育施設の概要 （２）
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認定こども園の運営形態

• 民間活力を積極的に導入するべく、認定こども園の整備は事業者による整備・運営と

し、学校法人又は社会福祉法人から公募により最も適した事業者の選定を行います

• 事業者による認定こども園整備・運営の場合、整備
費や運営費の一部を事業者が負担するほか、国・県
の補助を受けることができるため、持続的な幼児教
育・保育環境の確保への効果があります（本市は、市
立での整備・運営に対して国・県の補助金を受ける
ことはできません）。

• また、保護者の多様なニーズや、特別な配慮を必要
とする幼児に対する柔軟な対応が期待できます。

事業者による整備運営の効果

区分 袖ケ浦市立 事業者（私立）

施設整備に
係る費用の
負担割合

袖ケ浦市：１００％ 事業者 ： ２５％
国 ： ５０％
袖ケ浦市： ２５％

事業運営に
係る費用の
負担割合

袖ケ浦市：１００％ 国 ： ５０％
千葉県 ： ２５％
袖ケ浦市： ２５％

〔参考〕認定こども園（保育部分）の費用負担割合

※保育無償化に伴う保育料の費用負担割合も運営費と同様です



新たな幼児教育・保育施設の概要 （３）
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認定こども園の定員

• 公募の条件とする定員は以下のとおりです。

特別な配慮を必要とする幼児の対応

• 集団の中で生活することを通して全体的な発達を促していくことを基本としつつ、一人ひとりの状態等に応
じた支援計画を作成し、学校教育における支援へ引き継ぐため、新しい私立幼保連携型認定こども園におい
て幼児の認定区分に関わらず様々なケースへ柔軟な対処を図ることとし、市はケースに応じた必要な支援
や連携を図ります。

区分 ０～２歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

教育定員 － 15人以上 15人以上 15人以上 ４5人以上

保育定員 20人以上 15人以上 15人以上 15人以上 65人以上

定員計 20人以上 30人以上 30人以上 30人以上 110人以上



新たな幼児教育・保育施設の概要 （４）

（整備地①）既存市有地の活用 （整備地②）整備候補エリア内での提案
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都市公園内への保育所等施設の占用が可能と
なったことから、百目木公園敷地内に整備する。

幼保連携型認定こども園の整備場所は、事業者に対し、次のいずれかを選択することを条件とする。

横田周辺の整備候補エリアから、事業者自ら用地
確保を行い提案する。

（コカ・コーラボトラーズジャパンPark百目木）



既存市立幼稚園・保育所について（１）
中川幼稚園の閉園

建築から４０年以上が経過し、利用児童数も
年々減少していることから、認定こども園の
開設に合わせ、段階的に閉園いたします。

新規入園の募集は令和６年度までとし、当
該児童の卒園（令和８年３月）を以て閉園と
なります〔令和7年度は年長のみ運営〕。

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

H28年度生
（5歳児）

- - -

閉園

H29年度生
（4歳児）

- -

H30年度生
（3歳児）

- -

Ｒ元年度生
（2歳児）

- -

Ｒ２年度生
（1歳児）

- - - 募集無
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年長

年少 年長

年少 年長

年少 年長

↑ 各年度4/2～翌4/1生
年齢は令和４年４月時点

▲令和7年4月
認定こども園
開園



既存市立幼稚園・保育所について（２）
吉野田保育所の閉所

老朽化が最も進行しており、今後の安全確
保が大きな課題となっていることから、認定
こども園の開設に合わせ、令和６年度末（令
和７年３月末）に閉所いたします。

令和7年度以降は、保護者の方に転園希望
先（新たな幼保連携型認定こども園又は他
の保育施設）を伺い全児童が転園となりま
す。

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

H30年度生 3歳児 4歳児
5歳児
卒園

-

Ｒ元年度生 2歳児 3歳児 4歳児

閉所
・

転園

Ｒ２年度生 1歳児 2歳児 3歳児

Ｒ３年度生 ０歳児 1歳児 2歳児

Ｒ４年度生 ０歳児 1歳児

Ｒ５年度生 - ０歳児

Ｒ６年度生 - - ０歳児
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▲令和7年4月
認定こども園開園

↑ 各年度4/2～翌4/1生



既存市立幼稚園・保育所について（３）
平川保育所の縮小及び将来の考え方

施設が比較的新しく、保護者アンケートでも
集約は段階的に進める方がよいという意見
が多いため、令和７年度以降は、規模を縮小
して運営を継続し、保育必要量を確保します

ただし、集団の確保ができない状況や、施設
の維持管理が困難になった場合には、準備
期間を設けたうえで閉所することとします

20

年齢 定員
在籍児童数
（R4.4.1）

0歳児

２５人

1人

１歳児 6人

２歳児 11人

３歳児

６５人

15人

４歳児 16人

5歳児 19人

合計 ９０人 ６８人

令和7年度以降の定員縮小



今後のスケジュール

区分 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

（新）
幼保連携型
認定こども園

・事業者公募
・事業者決定

・施設整備着工 ・施設整備竣工
・Ｒ７園児募集

・開園

中川幼稚園 ・保護者説明会
・Ｒ５募集時周知

・R6募集時周知 ・新規募集終了 ・年長のみ運営
・閉園（年度末）

吉野田保育所 ・保護者説明会
・Ｒ５募集時周知

・R6募集時周知 ・Ｒ７希望聴取
・閉所（年度末）

－

平川保育所 ・保護者説明会
・Ｒ５募集時周知

・R6募集時周知 ・Ｒ７募集時周知 ・定員見直し

その他 ・市民への周知
・地域説明会
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最後に

平川地区は豊かな自然環境などのポテンシャルを有しているものの、人口減少や

少子化が大きな課題となっていることから、若年層の流出抑制や、新たな子育て世

代の呼び込みなど、持続的な発展に向けた地域の活性化が求められています。

魅力ある子育て環境の構築を目指す

新たな施設整備は、地域の活性化に向けた

取組のひとつとなります。

皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
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ご清聴ありがとうございました

• 今回策定した「平川地区幼児教
育・保育施設整備計画」の全文な
どの詳細は、下記ＱＲコードから、
市ホームページ「平川地区におけ
る幼保連携の推進について」を
ご覧ください。

取組の詳細はこちら


